
令和４年度第１回 基山町情報公開審査会会議録 

 

日 時  令和５年３月 24日（金） 

                              10時 00 分～11時 10分 

場 所  基山町役場 ４階 401会議室 

 

○出 席 者○ 

【委員】（敬称略） 

 江崎匡慶、原憲一、児玉弘、内山敏行 

【事務局】 

 総務課長 熊本 弘樹 

 総務課文書法令係 係長 下川 真広 

          主査 樋口 知美 

 

○会 議 録○ 

１ 開会  

  （事務局により開会） 

 

２ 会長挨拶 

  （会長から挨拶） 

 

３ 議事 

  （１）令和４年度情報公開条例、個人情報保護条例運用状況報告について 

 

    （事務局から令和４年度運用状況について説明） 

 

以下要点筆記 

 

 委 員：有害鳥獣対策に関わる予算書の情報公開請求について、すでに情報公開していること 

による公開請求拒否となっているが、情報公開条例において、公開していることを理

由に非開示とするという規定があるのか。 

 

事務局：規定としてはございません。今回のケースでは、まずＦＡＸにより請求書が提出され、

請求者にホームページに公開している旨を説明したところ、写しの交付は不要と言 

われたため、請求者にも了承を得て請求を退けるために公開請求拒否決定を行ってお

ります。 

 

委 員：防犯カメラ保守点検業務見積り結果一覧について２件請求があっており、一つは全部

公開ともう一つは一部公開とされているが、対象文書が違うのか。 

 

 



事務局：一部公開としているものは、会社の担当者名等を非公開としております。全部公開の

ものも同じ文書であり、担当者の判断で異なる対応をしていましたので、今後は統一

した見解にて指導してまいります。 

 

委 員：情報公開は、担当課の判断に委ねられているのか。 

 

事務局：基本的には総務課にも決裁が回ってきており、助言・指導を行っていますが、即時公

開になると、担当者がその場で決定を行っております。 

 

委 員：情報公開の請求は町民に関わらず何人でもできるのか。  

 

 事務局：できます。住民要件は設けておりません。 

 

委 員：文書不存在による請求拒否があるが、保存すべき文書を廃棄していたというような保

存期間に関するトラブルなどはなかったか。不服申立てがなかったので、そういう事

案はなかったということでよいか。 

 

事務局：今年度の文書不存在については、そもそも記録文書を作成していない案件についての

請求や、事務局が本町ではないことによるものです。保存期間に関する不存在はなく、

トラブルもありませんでした。 

 

委 員：一部事務組合はそれぞれで情報公開条例を定めているのか。 

 

事務局：一部事務組合はそれぞれで情報公開条例等を定めていますので、町民の方が情報公開

を希望する場合は、一部事務組合に公開請求をするようになります。 

 

 

 （２）その他 

  ・基山町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

 

    （事務局から法律施行条例の制定について説明） 

 

以下要点筆記 

 

委 員：個人情報保護法施行条例に基づく一部開示や不開示に対して不服審査があった場合 

には、我々委員は召集されるということでよいか。 

 

事務局：はい。開示決定等に対する不服審査があった場合には審査会を開催いたします。 

 

委 員：審査会に審査請求があった場合には、審査会は実施機関から諮問を受け、諮問に対し

て答申を行い、実施機関が裁決するということになるのか。 



 

事務局：はい。 

 

委 員：個人情報のように、情報公開についても、国が統一的なルールを作ってもらえないだ

ろうか。 

 

事務局：情報公開については、従来同様個々の機関で取り組んでいくものとなっております。

個人情報の取扱いについては統一的な見解が出されましたが、どこまで開示するのか

についてはこれまでどおり変わりございません。 

 

委 員：公開請求された公文書を探すのにも多大な時間がかかると思われる。町民の方が自ら

検索できるようなシステムがあれば、業務改善にもつながると考えるが、一自治体で

取り組むには大変なので、国がそのようなシステムをつくっていただけるとよいので

はないか。 

 

事務局：国もＤＸを進めていますし、統合型のＧＩＳシステムも出てきているので、情報公開

で対応している下水道布設図や地図などを端末上で公開することが可能となるかと

思います。そうなれば職員の事務も省力化が図れると考えます。 

 

委 員：公務員の氏名について公開とするとされており、職員の業務に対する責任を明確化す

るという先進的な取組であると考えるが、公務員の業務とは別に、私的なストーカー

被害のようなことも可能性として考えていかなければならない。情報公開条例や個人

情報保護条例が制定されたのは 20 年から 25 年前であり、今ほどインターネットが

普及していない時代であった。今はインターネットでひたすら情報を集めて、氏名さ

えあれば個人特定できるのにというように、悪用されることも考えられる時代となっ

ている。公務員の方の私生活や個人の安全を守ることで公務にしっかり取り組めると

いう面もあると考える。職員の安全確保という観点から公務員の氏名を非公開とする

選択も十分にある時代になってしまったと思う。情報を悪用する、犯罪に利用すると

考える人間もいるということを踏まえて、公開、非公開の二つの選択肢について検討

していってよいのではないか。 

 

事務局：氏名の公開については今後検討していきたいと思います。 

 

委 員：条例が制定されて年数も経ち、状況も変わってきている。この審査会において年々新

しいご意見をいただくということが大切だと思う。それが町にとって、町民の皆様に

とってプラスになると思う。 

 

会 長：他になければ、終了いたします。 

 

～11 時 10 分閉会～ 


